
令 和 ７ 年 ３ 月  公職選挙法による選挙運動用自動車等の道路
 配 付 資 料

宮城県警察本部交通法上の取扱いについて

 １　 候補者の選挙運動のために使用される自動車の乗車定員と定員外乗車について
   ・　自動車検査証の乗車定員を超えて乗車できません。

 
 ２　 選挙運動用自動車への看板等の取付について

   ・　選挙運動用看板やスピーカーを車両の屋根部に直接取り付ける場合、
 　　「設備外積載許可」が必要です。

 　　（ の貨物積載装置の上に積載する場合は です ）ルーフキャリア等 許可は不要 。
　・　貨物を積載した状態の車両の高さが、普通自動車 、軽自動車 を超え3.8ｍ 2.5ｍ

 　　る場合 「 」が必要です。、 制限外積載許可
   ・　上記許可申請が必要な場合は、時間的余裕を持って申請をお願いします。
 　　（現在は許可申請の際、警察署への となっています ）車両の持込みは不要 。

   ・　申請書は、記載例を参照して記載してください。
   ・　積載許可申請に提出していただく書類（各 提出をお願いします ）　２通 。

 　　　　　　１　申請書
             ２　運転者が複数の場合はその一覧表（運転者の免許証の写しでも可）

             ３　自動車検査証の写し
 　　　　　　４　積載状況を記載した図面

             ５　車両の前後左右を撮影した写真
             ６　運転経路図

 
３　 駐車禁止場所等での選挙運動用自動車又は政治活動用自動車（以下「選挙運動用自

 動車等」という。）の街頭演説等のための駐車について
  ・　道路交通法で定められている駐停車禁止場所や駐車禁止場所、宮城県公安委員

 　　会で指定している への駐車はできません。駐停車禁止場所
 

 ４　 通行禁止場所の通行について
   ・　原則として通行可能です。

 
 ５　 一方通行、指定方向外進行禁止について

   ・　一方通行の逆行、禁止されている方向への進行はできません。
 

 ６　 バスレーンの通行について
  ・　バスレーンの通行はできませんが、乗車定員７人以上の乗用車で、２人以上乗

 　　車している場合は通行可能です。
 

 ７　 選挙運動用自動車に乗車する候補者及び運動員の座席ベルト装着義務の免除について
　・　選挙運動のため選挙運動用自動車に乗車する「 」及び「 」に限定候補者 運動員

 　　して着用義務は免除になります。
 
８　 選挙運動用自動車等からの拡声器による連呼行為、街頭演説及び選挙事務所を表示

 するための看板等の掲示に関しての道路使用許可の取扱いについて
　・　連呼行為、街頭演説、選挙用ビラ配布については道路使用許可申請の必要はあ

 　　りません。
  ・　いわゆる「捨て看板 （土地に対する定着性を有しないもの等）は道路使用許」
　　可申請の必要はありません （交通の妨害とならないような方法で設置する必要。

 　　があります ）。
※　なお、道路交通法上の取扱いについて、不明な点等がある時は、警察本部交通部
　交通規制課又は、最寄りの警察署交通課にお問い合わせ下さい。
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